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遅 延 理 由 書 

 

 管理栄養士の名簿の訂正につきましては，本来ならば登録事項に変更を生じてから，

３０日以内に申請をすべきところ，下記理由により申請が遅れました。 

 今後，このようなことのないよう注意いたしますので，名簿の訂正をお願いいたしま

す。 

 

【遅延理由】 

 
 


